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制度環境の変化を踏まえた対応について

• 2025年３月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）に

より、「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」

が改正され、防衛特別法人税が創設された。

• これに伴い、2026年４月１日以後に開始する事業年度から、各事業年度の所得に対する法

人税を課される法人は、防衛特別法人税の納税義務者となる。

• 防衛特別法人税は、法律に基づき納付義務が課され、事業を運営するにあたって必要である

と見込まれる費用であるため、電気事業における対応と合わせ、ガス事業や熱供給事業の規

制料金において、営業費等のうち法人税等として原価に算入できるよう、関係省令等を改正

することとしたい。
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＜防衛特別法人税の概要＞ 国税庁「防衛特別法人税が創設されました」
（令和７年５月）より抜粋
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【参考】電気事業における対応
第9回電力システム改革の検証を踏まえた
制度設計ワーキンググループ 資料４抜粋



【参考】関係省令等の改正イメージ

３

○旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則（平成二
十九年経済産業省令第十九号）

別表第１（第４条、第５条、第６条、第７条関係）

第１表（２） 営業費以外の項目

項目 算定方法

営業外費用 Ａ．株式交付費償却及び社債発行費償却は、原価算定期間における株式の
交付及び社債の発行計画等に基づく適正な見積額とする。
Ｂ．雑支出は原価算定期間中における適正な見積額とする。

法人税及び地方法人
税並びに住民税（法
人税割に限る。）

法人税は、原価算定期間中の平均資本金額に適正な配当率を乗じて得た配
当金及び利益準備金を基礎として算定した適正な額とする。この場合において、
税率は法人税法に定めるところによるものとする。
地方法人税は地方法人税法（平成２６年法律第１１号）に、住民税は地
方税法（昭和２５年法律第２２６号）に定めるところによるものとする。

「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」を追加。

「防衛特別法人税」を追加。



【参考】関係省令等の改正イメージ

４

○ガス事業託送供給約款料金算定規則（平成二十九年経済産業省令第二十二号）

別表第１（第４条から第７条及び第１５条関係）

第１表（２） 営業費以外の項目

項目 算定方法

営業外費用 Ａ．株式交付費償却及び社債発行費償却は、原価算定期間における株式の
交付及び社債の発行計画等に基づく適正な見積額とする。
Ｂ．雑支出は原価算定期間中における適正な見積額とする。

法人税及び地方法人
税並びに住民税（法
人税割に限る。）

法人税は、原価算定期間中の平均資本金額に適正な配当率を乗じて得た配
当金及び利益準備金を基礎として算定した適正な額とする。この場合において、
税率は法人税法に定めるところによるものとする。
地方法人税は地方法人税法（平成２６年法律第１１号）に、住民税は地
方税法（昭和２５年法律第２２６号）に定めるところによるものとする。

「防衛特別法人税」を追加。

「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」を追加。
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